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【人身事故】

299件(前年対比－15件)

【物損事故】

2451件(前年対比＋67件)

【 計 】

2750件(前年対比＋52件)

人身事故の が交差点周辺で発生!
※占有率82.3%

人身事故のうち、二輪車関係事故

の占める割合

灘区：30.4％ 県下：20.6％

令和６年中の事故死者２人はいずれも

道路横断中でした！※負傷者は33人

◎｢横断歩道｣を利用しましょう
ドライバーにとって横断歩道以外に歩行者が

いるのは想定外、歩行者の発見が遅れるので

非常に危険です！

◎｢信号遵守｣で事故防止
歩行者の赤色信号無視も違反です！

→２万円以下の罰金または科料

◎｢斜め横断｣は

やめましょう！
目的地には近づきますが

道路上にいる時間が

長くなり危険度増大！

人身事故は減少していますが、

物損事故が増加しており、全

体的に事故は増加傾向です！

【車両対車両の事故について】

国道２号などの幹線道路で多発。

出合頭、追突事故が多い。
◎出合頭：交差点進入時の減速(一旦停止)と

左右の安全確認の徹底

◎追 突：前方注視(脇見･携帯電話､絶対ダメ！)

と適切な車間距離の確保

【人対車両の事故について】

身近な生活道路での発生が多い。
◎市街地で見通しの悪い交差点も点在するので

・車両の交差点進入時は速度は控えめ

・人も車も左右の安全をしっかり確認

・自転車の一時停止規制の遵守

に注意しましょう！

令和６年発生分

【右直(右折×直進)事故に要注意】

二輪車は車体が小さいため、他の

車両のドライバーから距離や速度が

見誤られることがあります。

特に交差点進入時は

対向車等の動静に十分

に注意しましょう。


